
             
■指導行政のポイント 

 

 

 新教育課程への移行措置の内容が決まった。移行

措置では，新しい学習指導要領の総則は，来年度か
ら直ちに適用となる。で，以下に新指導要領の総則
で示されている教育課程編成・実施の基本原則がど

う変わるのかをみてみよう。 

 

 指導要領の総則は，教育課程編成・実施の基本原

則として次の３点を定めている（第１-１）。 
 第１は，教育課程の編成主体である。現行の総則
は，「各学校においては……適切な教育課程を編成

するものとする」と示して，教育課程の編成主体が
学校であることを明らかにしている。 
学校が教育課程を編成するということは，全教職

員の積極的参加のもとに，「校務をつかさどる」校
長の責任において編成することを意味する。この基
本原則は，新しい総則でも変わらない。 

 第２は，教育課程編成の諸原則である。現行の総
則は，教育課程を編成する際の原則として，①法令
および指導要領を遵守すること，②地域や学校の実

態を考慮すること，③児童・生徒の心身の発達や特
性等を考慮することを示している。 
 新しい総則は，これらの諸原則をそのまま引き継

いだうえで，もう１つ「これらに掲げる目標を達成
するよう教育を行うものとする」ことを加えている。
「これらに掲げる目標」とは，教育基本法，学校教

育法，指導要領に定める教育目標を指す。 
 中教審では，各教科の到達目標を明確にする方向
で審議されたが，到達目標を導入するとなると，指

導要領の細目化が避けられないなどの問題があるこ
とから，最終的に到達目標は導入されなかった。 
しかし，教育課程編成の諸原則の１つとして，新

たに法令や指導要領に示す目標を達成する教育を行

うことを加え，その重要性を示したわけである。 

 第３は，教育課程実施の基本理念である。現行の
総則は，「学校の教育活動を進めるに当たって」の
基本理念として，①生きる力をはぐくむこと，②創

意工夫を生かし特色ある教育活動を展開すること，
③自ら学び自ら考える力を育成すること，④基礎・
基本の確実な定着を図ること，⑤個性を生かす教育

の充実に努めることの５点を掲げている。 
 

 新しい総則は，これに加えて，①基礎的・基本的

な知識・技能を活用して，課題を解決するために必
要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐく
むこと，②主体的に学習に取り組む態度を養うこと，

③児童・生徒の発達段階を考慮して言語活動を充実
すること，④家庭との連携を図りながら児童・生徒
の学習習慣が確立するよう配慮することの４点を示

している。いずれも，今回の教育課程改訂の基本方
針を取り込んだものである。 
 もう１つ，学校教育法に定めた「学力」の規定も

踏まえている。すでに本紙（No.209，昨年９月１日
号）で取り上げたように，平成 19 年の学校教育法
の改正で，新たに「生涯にわたり学習する基盤が培

われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させると
ともに，これらを活用して課題を解決するために必
要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐく

み，主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特
に意を用いなければならない」（30 条２項）という
規定が加わった。 

 これは「確かな学力」を法律に定めたものとして
注目されたが，今回の指導要領の総則は，この条項
も踏まえたものとなっている。 

（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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